
東京医療学院大学学友会会則 

 

第 1 章  総則 

（名称） 

第 1条 本会は、東京医療学院大学学友会（以下「本会」という。）と称する。 

（目的） 

第 2条 本会は、全学生の総意と自主自律の精神に基づき、学生生活の向上と会員相

互の親睦をはかり、学生自治を行うものを目的とする。 

（所在） 

第 3条 本会の本部を、東京医療学院大学（以下「本学」という。）内に置く。 

（運営） 

第４条 本会の活動は、本会会員（以下「会員」という。）より徴収した会費及び、

その他の収入をもって行う。 

（事業） 

第 5条 本会は、その目的を達するために次の事業を行う。 

( 1 ） 会員の懇親に伴う事業 

( 2 ） 学生に対する学術振興及び、スポーツ・文化振興を支援する事業 

( 3 ） 本会の所属組織が行う諸活動を支援する事業 

( 4 ） 母校の発展に寄与する事業 

( 5 ） その他、必要な事業 

 

第 2 章  会員 

第 6条 会員は、本学の全学生とする。ただし、本会が必要と認めた場合はこれに留

まらない。 

第 7条 会員は、第 2条に定める目的を遂行するために、本会則を尊重しなければな

らない。また、本会則に定める権利を平等に有するとともに、本会の進歩発

展に協力する義務を負う。 

第 8条 会員は、卒業、退学、除籍となった場合、または学生総会による決議を受け、

本会との関係が断たれた時点で退会となり、本会におけるすべての権利を 

失う。 

 

 

 



第 3 章  学生総会 

第 9条 本会は、最高議決機関として学生総会を置く。 

第 10条 学生総会は本学の全学生をもって構成する。 

第 11条 学生総会は、定時総会として年に 1回開催するほか、必要がある場合に本会

会長の招集により開催する。 

第 12条 学生総会は次に掲げる事項を議決する。 

( 1 ） 本会則の改定 

( 2 ） 活動計画並びに、予算の承認 

( 3 ） 決算の承認 

( 4 ） 役員改選の承認 

( 5 ） その他、本会に関する重要事項の決定 

第 13条 学生総会では、第 19 条に定める執行部の中から議長、副議長、書記を各 1

名ずつ選出する。 

第 14条 学生総会は、構成員の 3分の 1以上の出席（委任状でも可）をもって成立す

る。また、議決は出席者の過半数をもって成立する。可否同数の場合は、議

長の決するところによる。 

 

第 4 章  役員 

第 15条 本会に次の役員を置き、これを執行部とする。 

( 1 ） 会長 １名 

( 2 ） 副会長 １名 

( 3 ） 書記 １名 補佐 1名 

( 4 ） 会計 １名 補佐 1名 

( 5 ） 庶務 １名 

( 6 ） 各部部長 各 1名 補佐 各 1名 計６名 

2 役員は必要に応じて増減する。 

第 16条 役員は、第 9条に定める学生総会において、会員の中から選出される。 

選出の方法は別に定める。（選挙管理委員会による） 

第 17条 会長は本会を代表し、会務を総括する。 

2 副会長は、会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合、これを代行する。 

3 書記は、学生総会等の議事録をとり、また資料の整理・保管をする。 

4 会計は、会務の収支決算をし、またその報告をする。 

5 庶務は、本会の運営全般について、会務を補佐する。 

6 各部部長は、各部の事務を総括し、またその報告をする。 



第 18条 役員及び委員の任期は 1年間とする。ただし再任を妨げない。 

 

第 5 章  執行部 

第 19条 本会は、会務を円滑に執行するために執行部を組織し、執行部は本会活動の

企画、運営、補佐、その他庶務を行う。 

第 20条 本会会長は、執行部委員長となり執行部を招集し、本会運営の任にあたる。 

第 21条 体育部、文化部、環境整備部の部長は、各部を招集し運営の任にあたる。 

第 22条 執行部は、次の事項を議決する。 

2 事業報告並びに収支報告 

3 事業計画並びに収支予算 

4 各部、各種委員会の設置、廃止 

5 その他、執行部にて必要と認めた事項 

第 23条 執行部は、構成員の 3分の 2以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過

半数をもって成立する。可否同数の場合は、執行部委員長の決するところに

よる。 

 

第 6 章  学生協議会 

第 24条 本会に、学生協議会を置く。 

2 学生協議会は、執行部と学生委員会にて構成される。 

3 学生協議会は、年間予算・行事内容等について、本会と学生委員会の協議の場

とする。 

4 学生協議会は、学生委員会委員長の招集により必要時に開催する。 

 

第 7 章  委員会 

第 25条 本会は、学内企画委員会、学内団体管理委員会、学園祭実行委員会の他、必

要に応じて各種委員会を置くことができる。 

第 26条 各委員会は、次の委員をもって組織する。 

( 1 ） 委員長 １名 

( 2 ） 書記 １名 

( 3 ） 委員 数名 

第 27条 委員会は、本会の目的を達成するために必要な、次に掲げる事業 を行う。 

2 学内企画委員会は、スポーツ大会・各式典等、学内の交流に資する事業に関す

ることを行う。 



3 学内団体管理委員会は、体育系、文化系の学内団体の管理に関することを行う。 

4 学園祭実行委員会は、学園祭に係る企画・運営・その他庶務に関することを行

う。 

第 28条 各委員会は、委員長が招集する。 

第 29条 委員会は、委員の 3分の 2以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半

数をもって成立する。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。 

 

第 8 章  選挙 

第 30条 本会は、選挙管理委員会を発足する。 

2 選挙管理委員会は、執行部以外の会員にて構成され、次の委員をもって組織す

る。 

( 1 ） 委員長 １名 

( 2 ） 書記 １名 

( 3 ） 委員 数名 

3 選挙では、第 15条に定める役員を選出する。 

4 選挙は、毎年 5月を目途に行う。 

 

第 9 章  学内団体 

第 31条 学内団体は、学内団体管理委員会の下に置くこととする。 

2 学内団体は、代表、会計及び顧問を必要とする。 

3 学内団体の活動費は、本会の年間予算が認められた後、支給される。支給額は

活動状況によって決定する。 

4 学内団体の廃止は、以下の場合とする。 

( 1 ） 1 年間の活動がなかった場合 

( 2 ） その他、学内団体管理委員会が必要と認めた場合 

第 32条 学内団体規定については、別に定める。 

 

第 10章  財産および会計 

第 33条 本会の経費は、会員の会費及びその他の収入をもってこれに充てる。 

第 34条 会員となる本学の全学生は、本会の会費を負担する義務を有する。 

第 35条 本会の会費は、年間 11,000 円、4年間で 44,000円とする。 

第 36条 会費は入学時に 4年分を一括徴収し、返金等は一切行わない。 

第 37条 本会の財産の管理・運用は、執行部が行うものとし、その方法は、学生協議



会の決議により別に定める。 

第 38条 本会会費の管理については別に定める。 

第 39条 本会は、会計監査委員会を置く。 

2 会計監査委員は、学外の有識者によって組織される。 

3 会計監査委員会は、本会及び、これに属する機関、団体等の予算執行が適正に

行われているかを監査する。 

 

第 11 章  補則 

第 40条 本会の目的達成のために、細則を設けることができる。 

 

 

   附 則 

  この会則は、平成 25 年 1月 24日から施行する。 

   附 則 

  この会則は、平成 25 年 3月 27日から施行する。 

   附 則 

  この会則は、平成 29 年 6月 27日から施行する。 

附 則 

  この会則は、令和 6年 10月 7日から施行する。 

 


